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子会社の吸収合併および吸収分割に伴う 

特別利益（抱合せ株式消滅差益）・特別損失（抱合せ株式消滅差損）の 

計上に関するお知らせ 
 
当社は、平成 26年 12月 19日付適時開示「グループ組織再編（当社子会社との吸収合併及び吸収分

割）に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、平成 27年 4月 1日付で、当社の完全子会社であるオリ
ンパスメディカルシステムズ株式会社の医療事業（各国における医療機器法規制対応機能及び製造機能
の一部を除く）を吸収分割により承継するとともに、当社の完全子会社であるオリンパスイメージング
株式会社を吸収合併いたしました。また、上記の組織再編に加え、当社の完全子会社であるオリンパス
知的財産サービス株式会社との吸収合併も併せて実施いたしました。これに伴い、当社の個別決算にお
いて特別利益および特別損失が計上されるため、下記のとおりお知らせします。 
 
 

記 
 
 

１．内容 
吸収合併および吸収分割の効力発生日（平成 27年４月１日）において、オリンパスメディカルシステ

ムズ株式会社およびオリンパス知的財産サービス株式会社から承継した純資産の額と、当社が保有する
同社株式の帳簿価額のうち当該承継純資産の額に対応する額との差額を「抱合せ株式消滅差益」として
特別利益に計上するとともに、オリンパスイメージング株式会社から承継した純資産の額と当社が保有
する同社株式の帳簿価額との差額を「抱合せ株式消滅差損」として特別損失に計上します。 
 

（１）抱合せ株式消滅差益の金額： 31,716百万円 
（２）抱合せ株式消滅差損の金額： 139百万円 
（３）発生日： 平成 27年４月１日 
 
 

２．業績に与える影響 
（１）連結決算 

オリンパスメディカルシステムズ株式会社、オリンパスイメージング株式会社およびオリンパス知的
財産サービス株式会社はいずれも当社の完全子会社であるため、連結決算に与える影響はありません。 
 

（２）個別決算 
平成 28年３月期の個別決算において、抱合せ株式消滅差益として 31,716百万円の特別利益を計上す

るとともに、抱合せ株式消滅差損として 139百万円の特別損失を計上します。 
 

以 上 


